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２０１３年６月４日 

橋下徹市長への公開質問状 
中央大学 吉 見 義 明 

 

 あなたは、２０１２年８月２４日の記者会見（以下「本件会見」といいます。）において、

日本軍「慰安婦」問題に言及し、「吉見さんという方ですか、あの方が強制連行という事実

というところまでは認められないという発言があったりとか……」と述べ（以下「本件発

言」といいます。）、私が強制連行という事実はなかったと発言していると断定されました。 

 しかしこれは、１９９１年から２０年以上この問題を解明してきた私の研究の根幹を否

定し、私の社会的評価を著しく損ない、私の名誉を毀損するものであるため、１０月２３

日に、この発言の撤回と謝罪を求める質問状を差し上げました。 

 これに対して、あなたは、１０月２９日付の私宛の書簡（以下「本件書簡」といいます。）

において、西岡力東京基督教大学教授の雑誌『WiLL』２０１２年１０月号での発言に基づ

いて述べたものだという理由で、発言の撤回も謝罪もしておられません。 

 これは、到底容認できない対応なので、あらためて本件発言の撤回と謝罪を要求すると

ともに、本年５月１３日の貴殿の「慰安婦」問題に関する発言とそれに引き続く外国人特

派員協会での貴殿及び日本維新の会の国会議員の発言は本件発言に関連して重要と考えま

すので、これらも含めて貴殿の本件発言に関連して下記のとおり質問致しますので、２０

１３年７月５日までにご回答下さい。 

 

記 

 

第１ 日本軍「慰安婦」制度の実態について 

 １ 在日韓国人の宋神道さんが提訴した裁判では、東京地裁は「原告は、その〔武昌の〕

慰安所の営業許可直前、泣いて抗ったが、軍医による性病検査を受けさせられ、営業

許可後は、意に沿わないまま従軍慰安婦として日本軍人の性行為の相手をさせられた。

原告がいやになって逃げようとすると、そのたびに慰安所の帳場担当者らに捕まえら

れて連れ戻され、殴る蹴るなどの制裁を加えられたため、原告は否応なく軍人の相手

を続けざるを得なかった。」「原告らは、連日のように朝から晩まで軍人の相手をさせ

られた。殊に、日曜日はやってくる軍人の数が多く、また、通過部隊があるときは、

とりわけ多数の軍人が訪れ、原告が相手をした人数が数十人に達することもあった。」

と事実認定をしています（以下「本件事実」といいます。１９９９年１０月１日、東

京地裁判決）。また、この事件に関する東京高裁判決（２０００年１１月３０日）も判

決文で本件事実認定を踏襲していますがi、あなたはこれらの事実認定あるいはその他

の裁判で被害者が自由を奪われ性行為を強要された旨の認定があることを知っていま

すか。 
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 ２ 極東国際軍事裁判（いわゆる東京裁判）の判決は、「桂林を占領している間、日本軍

は強姦と掠奪のようなあらゆる種類の残虐行為を犯した。工場を設立するという口実

で、かれらは女工を募集した。こうして募集された婦女子に、日本軍隊のために醜業

を強制した」と認定していますがii、あなたはこのことを知っていますか。 

  

３ 上記１及び２の事例にみられるように、日本軍の慰安所（以下「軍慰安所」といい

ます。）に入れられた女性たちは、そこから逃げ出すことも、性行為を拒否することも

できず、1 日に数人から数十人を相手にしなければならなかったという事実をあなたは

知っていますか。 

 

４ 上記１の事実が認められる日本軍「慰安婦」制度は、居住の自由、外出の自由、廃

業の自由（自由廃業）、拒否する自由がない性奴隷制であり、女性たちは慰安所で軍人

の性の相手を強制されたのではありませんかiii。 

 

５ 日本軍は、当時、別紙１のとおり、軍慰安所を軍の施設として設置し、徴募・渡航

の方法・条件の指示、軍慰安所規定の制定、監督・統制、衛生管理、軍紀風紀維持な

どに関して、法規の改正や指示や指導等により主導し、内務省・総督府など関係する

行政機関も深く関与していたのではありませんか。 

 

６ 上記５のように日本軍と日本政府が軍慰安所の設置、管理、女性たちの徴募の全般

に深く関わっていたことについて、国際社会からは、日本軍と日本政府が日本軍「慰

安婦」制度を設置し運用していたとして、日本政府の責任が問われているのではあり

ませんか。 

 

７ 軍は、当時、帝国外に移送する目的で人を略取・誘拐または人身売買した者には犯

罪が成立するとされていたから（後記第６項参照）、業者が誘拐・人身売買により軍慰

安所に女性を連れて来たことを認識した場合は直ちに業者を処罰し、女性を解放して

故郷に送り帰すべきところ、そのような行動を取らなかったのではありませんか。 

 

８ 上記１乃至７のことから、日本政府と日本軍は、当時、軍が設置・管理等した軍慰

安所には略取・誘拐・人身売買により連れてこられた女性が、拒否する自由もなく性

行為を強制されていたことを認容していたといえるのではないですか。 

 

９ 上記１乃至８から、日本軍「慰安婦」制度は、当時においても、「慰安婦」とされた

女性に対する反人道的な重大な人権侵害であり、被害者が望む内容の被害回復がされ
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ていない以上、日本国は、現在においても、被害者の人権を回復すべき責任を負って

いるのではありませんか。 

 

第２ 日本軍「慰安婦」制度に対する国際的評価について 

１ 国連の自由権規約委員会その他の国際機関は、軍慰安所で女性たちの自由を奪い、

性行為を強要したことが人道に反する行為であり、女性に対する暴力の究極的な形態

であって、日本軍「慰安婦」制度は性奴隷制度だと指摘していますがiv、あなたはこの

ことを知っていますか。 

 

２ あなたは、国際機関による日本軍「慰安婦」制度に対する上記評価を認めますか。 

 

３ 拷問等禁止委員会は、本年５月、日本国に対し、「慰安婦」とされていた被害者の救

済のために、性奴隷制の犯罪について法的責任をみとめること、公的人物などが「慰

安婦」とされた被害者の被った事実を否定する言動を繰り返していることによって再

び精神的外傷を受けていることについて反駁すること、関連資料を公開し事実を徹底

的に調査すること、被害者の救済を受ける権利を確認しそれに基づいて十全で効果的

な救済と賠償を行うこと、この問題について公衆を教育し、あらゆる歴史教科書にこ

れらの事件を記載すること等を求めていますがv、あなたは日本国がこれらの要求を受

け入れるべきであると考えますか。 

  仮に受け入れるべきでないと考えるのであれば、その理由もお答え下さい。 

 

第３ 当時の国際法に照らした評価について 

   日本は、当時「醜業を行わしむる為の婦女売買取締に関する国際協定」（１９０４

年）・「醜業を行わしむる為の婦女売買禁止に関する国際条約」（１９１０年）・「婦人及

児童の売買禁止に関する国際条約」（１９２１年）に加入しており、①満２１歳未満の

女性を売春目的で勧誘・誘因・拐去した者は女性の承諾があった場合でも処罰するこ

と、②満 21 歳以上の女性を売春目的で詐欺、暴行、脅迫、権力乱用その他一切の強制

手段で勧誘・誘因・拐去した者は処罰すること、という義務を負っていました vi。 

また、強制労働に関する条約（ILO ２９号条約）にも加入しており、女性に対する

いかなる強制労働をも禁止すべき条約上の義務を負っていました。当時、朝鮮・台湾

からは満２１歳未満の女性たちが数多く帝国外の慰安所に入れられていますvii。 

そこで、あなたは、日本政府がこれらの国際条約上の義務に反したことを認めます

か。 

 

第４ 日本軍「慰安婦」制度と公娼制度との関係について 

 １ あなたは、慰安婦にされた女性は公娼であって、官憲が直接暴行・脅迫を用いて連
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行したのでなければ、慰安所に女性たちを入れたことについて政府に責任はないと述

べておられます。その発言に関連して、以下の質問にお答え下さい。 

（１）当時、公娼制度においても自由廃業の規定があり、意に反する性行為の強制は違

法とされていましたが、あなたはこのことを知っていますか。 

（２）公娼制度の実態をみると、女性は居住の自由がなく、外出の自由も１９３３年ま

では認められず、自由廃業の規定があったにもかかわらず、前借金に縛られて廃業

することができませんでしたが、あなたはこのことを知っていますか。 

（３）（２）の実態は、当時においても違法といえるのではありませんか。 

 

２ 軍慰安所において拒否することができずに性行為を強制されていたことは、当時の

規範に照らしても許されないのではありませんか。 

 

第５ 軍・官憲による暴行・脅迫を用いた連行 

 １ あなたは、本件書簡において、インドネシアのスマランで軍・官憲が暴行・脅迫を

用いた連行（略取）によりオランダ人女性を慰安所に入れたことを認めておられます

が、これは軍・官憲による強制連行ではありませんか。 

 

 ２ オランダ政府の報告書によれば、上記のスマラン事件以外に、ブロラでの軍による

略取（監禁・レイプ）、１９４４年１月のマゲラン事件、同年４月のスマラン・フロレ

ス事件、１９４８年３月のシトボンド事件など８件の軍・官憲による略取（未遂を含

む）が挙げられていますがviii、あなたはこれを知っていますか。 

 

 ３ また、白人女性ではなく、インドネシア人女性の軍・官憲による略取については、

アンボン島で、海軍が「慰安婦狩り」を行ったという元主計将校、坂部康正さんの証

言、サパロワ島で民政警察が強制的に連行したという禾晴道さんの証言、モア島で地

元の女性を強制的に慰安所に入れたという、極東国際軍事裁判の証拠記録（オハラ・

セイダイ陸軍中尉の証言）などがありますがix、あなたはこのような証言があることを

知っていますか。 

 

 ４ 日本の裁判所は、中国の山西省と海南島で、軍が暴行・脅迫を用いて女性たちを連

行した事実に関して、たとえば、「日本軍構成員によって、駐屯地近くに住む中国人女

性（少女も含む）を強制的に拉致・連行して強姦し、監禁状態にして連日強姦を繰り

返す行為、いわゆる慰安婦状態にする事件があった」とを認定しています（中国人第

一次裁判東京高裁判決・２００４年１２月１５日）。これ以外にも、中国人第二次裁判

東京地裁判決・２００２年３月２９日、同東京高裁判決・２００５年３月１８日、山

西省裁判東京地裁判決・２００３年４月２４日、同東京高裁判決・２００５年３月３
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１日、海南島裁判東京高裁判決・２００９年３月２６日などで、軍による暴行・脅迫

を用いた連行の事実を認定していますがx、あなたは日本の裁判所がこのような事実認

定をしていることを知っていますか。 

 

 ５ 上記２乃至４に照らせば、日本軍が暴行・脅迫を用いて女性たちを連行した多数の

事実が認められているのではありませんか。 

 

第６ 連行の犯罪性とその該当性について 

 １ 朝鮮・台湾でも施行されていた刑法第２２６条は、帝国外に移送する目的で人を略

取・誘拐または人身売買した者は 2 年以上の有期懲役に処す、と規定しています。 

このように、当時、略取（暴行・脅迫を用いて連行すること）だけではなく、誘拐

（詐欺または甘言により連行すること）・人身売買（前借金を与えて経済的強制により

人身を拘束すること）も犯罪だとされていたことを知っていますか。 

 

 ２ 朝鮮においては、軍・官憲が選定した業者が誘拐・人身売買により女性たちを国外

に連行したことは、たとえばアメリカ戦時情報局心理作戦班「日本人捕虜尋問報告」

第４９号（１９４４年１０月１日）など、様々な資料や軍人の証言により立証されて

いますがxi、あなたはこのことを知っていますか。 

 

 ３ 警察庁は、北朝鮮による拉致の定義について、「警察において、拉致容疑事案として

いるものは、そのいずれも、北朝鮮の国家的意思が推認される形で、本人の意思に反

して北朝鮮に連れて行かれたものと考えている」としたうえで、飲食店主が誘拐（甘

言）により連行した日本人被害者についても拉致と認定していますがxii、あなたはこの

ことを知っていますか。 

 

 ４ 上記１乃至３によれば、略取の場合のみならず、誘拐、人身売買により連行された

場合も犯罪であり「拉致」に該当するといえるのではないですか。 

 

第７ 安倍内閣の閣議決定について 

 １ あなたは、本件会見において、２００７年に安倍内閣が「軍や官憲によるいわゆる

強制連行の事実を直接示すような記述も見当たらなかった」という閣議決定を出した

ということを強調していますが、この閣議決定では同時に「政府の基本的立場として

官房長官談話を継承している」と述べているのではありませんか（内閣衆質１６６第

１１０号、２００７年３月１６日）xiii。 

 

２ この閣議決定は、単に「軍や官憲による」強制連行の事実を「直接」示す「記述」
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が見当たらないと述べているにすぎず、それ以外の証拠（たとえば、強制連行を体験

した被害者の証言など）については言及していないのではありませんか。 

また、スマラン事件関係資料など当時法務省が所蔵していた証拠が入っていないと

すれば、調査は不徹底だったのではありませんか。 

 

３ この閣議決定は、軍・官憲が暴行・脅迫を用いて女性を連行した「事実」の有無に

ついては言及していないのではありませんか。 

 

４ この閣議決定は、「政府において、平成三年十二月から平成五年八月まで関係資料の

調査及び関係者からの聞き取りを行い、これらを全体として判断した結果、同月四日

の内閣官房長官談話…のとおりとなったものである。」としたうえで、「同日の調査結

果の発表までに政府が発見した資料の中には」見当たらなかったと述べているにすぎ

ず、平成５年８月４日の調査結果の発表後に発見された資料については言及していな

いのではありませんか。 

 

５ この閣議決定を根拠に、当時、軍が暴行・脅迫を用いて女性を連行した「事実」を

否定することはできないのではありませんか。 

 

第８ 「朝まで生テレビ」での発言について 

   私は、１９９７年１月３１日の「朝まで生テレビ」において、日本軍・日本政府の

責任が問われる問題として、「慰安所での強制」、「未成年者（２１歳未満）の使役」、

前借金による拘束、就業詐欺、拉致・誘拐、権力乱用（半強制）、官憲による奴隷狩り

のような連行という５種類の徴募時における強制があったと主張していますが、あな

たは私が上記番組でこのような主張をしていたことを知っていましたか。  

 

第９ 私の見解に対する理解について 

 １ 私は、これまで一貫して、慰安所において強制があったと主張し、その違法性を基

本的な問題として指摘してきたのですが、あなたはこの事実を知っていますか。 

 

２ あなたは本件会見の時までに、私の著作のうち、何を読みましたか。また、現在ま

でに、何を読みましたか。 

 

３ あなたは、本件書簡において、８月２４日の発言は、東京基督教大学の西岡力教授

が雑誌『WiLL』２０１２年１０月号で述べていることに基づいている、と言われてい

ます。 

  そこでの西岡教授の発言は、「朝鮮半島で権力による慰安婦の強制連行」は証明され



7 
 

ていないと吉見が言ったというもので、「朝鮮半島で」「権力による」という限定が付

いています（ただし、西岡教授の要約も正確ではありません。「強制連行」ではなく、

「奴隷狩りのような暴力的連行」というべきです）。しかし、あなたは、本件会見で、

「朝鮮半島で」「権力による」との限定なしに、「吉見さんという方ですか、あの方が

強制連行という事実というところまでは認められないという発言があったりとか…

…」と述べ、私が強制連行という事実はなかったと発言していると断定しています。 

これは、私の基本的見解を確認することなく、私の見解を歪曲して述べたことにな

るのではないですか。 

 

４ 本年５月２７日の日本外国特派員協会でのあなたの会見の場で、日本維新の会の桜

内文城衆議院議員は、私の『従軍慰安婦』（岩波新書）を英訳した Comfort Women: 

Sexual Slavery in the Japanese Military During World War II, Columbia University 

Press, 2000 について、「ヒストリーブックスということで吉見さんという方の本を〔司

会者が〕引用されておりましたけれども、これはすでに捏造ということが色んな証拠

によって明らかとされています」と述べておられましたが、これも私の名誉を著しく

毀損する発言といわざるをえません。あなたは当日桜内議員のこの発言を制止しませ

んでしたが、この発言を肯定するのですか。 

以上 

 
                                                  
i 坪川宏子・大森典子編『司法が認定した日本軍「慰安婦」』（かもがわブックレット、2011 年）参照。 
ii 極東国際軍事裁判所編『極東国際軍事裁判速記録』第 10 巻（雄松堂書店、1968 年）。 
iii 軍慰安所では女性たちはその中の一室で暮らさなければならなかった。軍がつくった慰安所規則では、外出は許可

制になっていた。いうまでもなく許可制では外出の自由はないことになる。また、自由廃業（辞めようと思えばいつ

でも辞められる権利）の規定ははじめからなかった。前借金があるので、全額を返済しなければ解放されなかった。

軍人の相手を拒否しようとすれば、軍人か業者に暴力を振るわれ、強制された。 
iv たとえば、1996 年 1 月 4 日国連人権委員会で任命されたクマラスワミ特別報告者が提出した報告書付属文書、1998

年 6 月 22 日戦時における女性に対する暴力に関する特別報告者マクドゥーガル氏が国連人権委員会差別防止保護委

員会に提出した報告書など。 
v たとえば、自由権規約委員会の勧告（2008・10）では、「22. 委員会は、当該締約国が第二次世界大戦中の「慰安婦」

制度の責任をいまだ受け入れていないこと、加害者が訴追されていないこと、被害者に提供された補償（注：アジア

女性基金）は公的資金ではなく私的な寄付によってまかなわれており不十分であること、「慰安婦」問題に関する記

述を含む歴史教科書がほとんどないこと、そして幾人かの政治家およびマスメディアが被害者の名誉を傷つけあるい

はこの事件を否定し続けていることに懸念をもって注目する。」「…当該締約国は「慰安婦」制度について法的責任を

受け入れ、大半の被害者に受け入れられかつ尊厳を回復するような方法で無条件に謝罪し、存命の加害者を訴追し、

すべての生存者に権利の問題として十分な補償をするための迅速かつ効果的な立法・行政上の措置をとり、この問題

について学生および一般大衆を教育し、被害者の名誉を傷つけ、あるいはこの事件を否定するいかなる企てをも反駁

し制裁すべきである。」と述べ、また、女性差別撤廃委員会の勧告（2009・８）では、「37．委員会は、「慰安婦」の

状況について締約国がいくつかの措置を取ったことに留意するが、第二次世界大戦中に被害を受けた「慰安婦」の状

況について、締約国が永続的な解決を見出していないことを遺憾とし、学校の教科書からこの問題に関する記述が削

除されたことに懸念を表明する。38．委員会は、「慰安婦」の状況について、被害者への補償、加害者処罰、一般の

人々に対するこれらの犯罪に関する教育を含む永続的な解決を見出す努力を緊急に行なうよう、締約国に改めて勧告

する。」と述べている。 
vi 日本は 1921 年条約第 14 条により、この条約を植民地には適用しない措置をとっていたが、国際法律家委員会は、

「これは植民地などに残っている持参金・花嫁料の支払いなどの慣行をただちに一掃することができないため挿入さ

れたもので、花嫁料などの慣行がない朝鮮女性に加えられた処遇について、その責任を逃れるためにこの条文を適用

することはできない」と述べている（国際法律家委員会『国際法からみた「従軍慰安婦」問題』明石書店、1995 年）。
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また、女性たちが日本の船舶で移送される場合、日本の船は国際法的には日本の本土とみなすことができるので、植

民地除外の宣言にもかかわらず、この条約が適用されることになる。 
vii 支那派遣軍慰安係長であった山田清吉さんは、「〔朝鮮〕半島から来たものは前歴もなく、年齢も十八、九の若い妓

が多かった」と述べている（山田『武漢兵站』）〔資料１〕。 
viii 「日本占領下オランダ領東印度におけるオランダ人女性に対する強制売春に関するオランダ政府所蔵文書調査報告」

1994 年 1 月、梶村太一郎ほか編『「慰安婦」強制連行』（金曜日、2008 年）に収録〔資料２〕。 
ix 海軍経理学校補修学生第 10 期文集刊行委員会編『滄溟』同委員会、1983 年〔資料３〕。禾晴道『海軍特別警察隊』

太平出版社、1975 年〔資料４〕。内海愛子ほか編『東京裁判――性暴力関係資料』現代史料出版、2011 年〔資料５〕。 
x 前掲、坪川宏子・大森典子編『司法が認定した日本軍「慰安婦」』参照。 
xi 1942 年に約 700 名の朝鮮人女性が「病院にいる負傷兵を見舞い、繃帯を巻いてや」るような仕事だと騙され、数百

円の前渡し金を受け取ってビルマに連行された、と書かれているので、誘拐と人身売買により連行されたことがわか

る（吉見『従軍慰安婦資料集』大月書店、1992 年所収）。小俣行男元読売新聞記者は、ビルマのラングーンにいた時、

40-50 名の朝鮮人女性が「慰安婦」としてやって来たが、相手になった女性は騙されて来た初等学校の先生で、別に

16-17 歳の少女が 8 名おり、この商売がいやだと泣いていたと記している（小俣『戦場と記者』冬樹社）。支那派遣

軍慰安係長であった山田清吉さんは「朝鮮では業者が別の名目で募集し、実際は慰安婦にさせられたものが多い」と

記している（山田『武漢兵站』図書出版社、1978 年）。このような日本の軍人等の証言は数多くある。秦郁彦元日本

大学教授は、自らが「信頼性が高い」と判断した「慰安婦」募集の事例を 9 例挙げている。そのうち 4 例が朝鮮人女

性のケースだが、3 例が誘拐、1 例が人身売買である〔資料６〕。 
xii 警察庁「元飲食店店員拉致容疑事案（兵庫）について」2005 年 4 月 25 日〔資料７〕。 
xiii 安倍首相の「慰安婦」問題への認識に関する質問主意書（提出者辻元清美）及び答弁書（２００７年３月１６日付）

〔資料８〕。 


